
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人江口三五の上告理由第一点ないし第三点について。

　時効利益の抛棄があつたものとするためには、債務者において時効完成の事実を

知つていたことを必要とすることは所論のとおりである。しかし、原判示のような

場合には、債務者は時効完成の事実を知つていたものと推定すべく、従つて債務者

たる上告人において判示弁済をするに当り時効完成の事実を知らなかつたというこ

とを主張且つ立証しない限りは、時効の利益を抛棄したものと認めるを相当とする

ところ、記録を精査するも原審において上告人が右のような事実を主張且つ立証し

た形跡は認められないから、原判決が判示弁済によつて上告人が時効の利益を抛棄

したものと認定したのは当然であつて、原判決には所論の違法ありというを得ない。

それ故、所論は採用できない。

　同第四点について。

　所論の点に関する原審の事実認定は、拳示の証拠によつて是認できる。所論は原

審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を争うに帰し、採るを得ない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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